
第２３回新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

議事要旨 

 

日時：令和２年６月４日（木） 午後２時５５分 ～ 午後４時 

場所：８階大会議室 

 

１ 開 会 

 

２ 議 題 

 

（１）緊急事態宣言解除に伴う所沢市が関係するイベント等についての考え方 

◎健康推進部長 

・国や県からイベント開催制限の段階的緩和の考え方が示された。 

・所沢市においても県の考え方を踏まえ、6月から 7月末までのイベント等について

考え方を示す。 

・各イベントの開催可否は、この考え方に基づき各所管で判断する。 

・考え方が決定され次第、ＨＰへの掲載や必要に応じ施設への掲示をお願いしたい。 

 

（２）市内施設の再開後の状況について 

市民部長 〇市民文化センター 

・6月1日から再開している。 

・施設利用を再開するにあたり、『所沢ミューズ新型コロナに負け

ま宣言』を公表した。 

・『所沢ミューズ感染拡大防止ガイドライン』を定めるとともに、事

前に、主催者に調査票を回答してもらい、感染防止に努めていく。 

・施設ごとに接触、飛沫感染リスク評価を行う。 

接触感染リスクが『高』と評価された箇所は重点的に消毒。 

飛沫感染リスクが『高』と評価された施設は当面の間、利用休止。

〇まちづくりセンター 

・6月 1日から貸館業務を再開し各施設１件～９件/日の利用が

あるが大きな混乱やトラブルは発生していない。 

〇市民相談業務 

・6月1日から電話での相談業務を再開。 

・来庁者も内線電話を利用し対面相談はしないようにしている。 

・法務省と総務省が所管する人権相談と行政相談は実施団体から 6

月は中止と連絡があったため休止を継続している。 

・行政資料閲覧コーナーも再開。 

  



福祉部長 〇老人福祉センター・老人憩いの家 

・6月1日から第1段階として屋外グラウンドの利用を再開。 

・利用者は3日間平均で34.3人、昨年度67.7人で減少しており、

密の状態にはなっていない。 

〇サン・アビリティーズ 

・研修室等の貸館業務を再開。 

・利用者は平均52.7人と昨年度（59.2人）と変わらない人数が利

用しているが、密となる状態とはなっていない。 

〇子どもと福祉の未来館 

・1階にある多目的室等の貸館業務を再開した。 

・利用者は平均24.3人、昨年度(172人)より減少している。 

産業経済部長 〇駐車場 

・狭山湖第2駐車場は5月28日から再開した。 

〇ラーク所沢 

・施設利用のガイドラインをホームページ等で公開し、6月 1日

から貸館業務を再開しているが、特に混乱はない。 

・トレーニングルームは県の緩和の動向を見て利用を再開する。 

・利用予約を窓口受付から電話受付に変更した。 

建設部長 〇カルチャーパーク 

・6月8日から再開予定。 

・デイキャンプ場の予約は 13日はすでに 6区画分(約 50人)の

予約が入っている。 

〇雪見原東公園（テニスコート） 

・6月 1日から再開し、これまでに 50人(平均 17人程度/日)の

利用があった。 

〇滝の城址公園（駐車場） 

・6月1日から開放した。現状で特に混乱はない。 

教育総務部長 〇図書館 

・5月28日から貸出業務を再開、6月2日から全館開館している。 

・館内利用は滞在時間を30分にする等、継続して制限している

部分もある。 

〇屋外運動施設 

・テニスコートやグラウンド等は6月1日から再開した。 

〇屋内運動施設 

・6月8日から再開予定。 

・トレーニング室は県の緩和の動向を見ながら解除していく。 

〇生涯学習推進センター 

・6月1日から再開した。 

 

  



（３）その他 

〇埼玉西武ライオンズによる新型コロナウイルス支援事業 

◎産業経済部長 

・各所属から提案された事業に対して球団から返答があった。今後は該当する課と

調整を行うので協力願いたい。 

〇キャンドルナイト（ライトダウンイベント） 

◎環境クリーン部長 

・毎年産業経済部と 7月に実施していたイベントは、規模の縮小と場所の変更を行い

実施する。 

・アーティストや出店等の集客イベントは実施しない。 

〇ＰＣＲセンターの稼働状況 

◎市民医療センター事務部長 

・6月3日にＰＣＲセンターを開設し、初日は7名の検体を採取した。 

〇特別定額給付金 

◎経営企画部長 

・現時点で3万件以上の支給が終了している。 

〇小規模事業者等臨時給付金 

◎産業経済部長 

・6月1日から受付を開始し、3日間で約300件の申請があった。 

〇市内感染者情報等 

◎健康推進部長 

・所沢市内の感染者総数は146人。現在は8人が入院、1人がホテル療養中

（6月3日 時点）。 

・6月3日に開催された埼玉県の専門家会議で『濃厚接触者は症状がない場合でも全員

がＰＣＲ検査を受ける必要がある』という結論となり、明日の県対策本部会議で正式

決定される。 

・県が自粛要請しているスポーツジム等は感染防止策を徹底したうえで解除すること

が認められた。明日の県対策本部会議で正式決定される。 

・宿泊療養施設の入間第1ホテルは、6月6日に最後の人が退去することにより閉鎖さ

れる。今後は東横イン浦和美園1か所での対応となる。 

 


